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薬剤師または登録販
売者が必要と判断す
る事項

［注意事項］
1.本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2.法令により、要指導医薬品は必ず、第1類医薬品は薬剤師が不要と判断した場合を除いて、情報提供を行います。
3.使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師にご相談下さい。


